
意見書

半成  22匁 11)司 22H 

総務省情報流通行政均

放送政策謀御中

郵使番号 102-8460 

住所東京都千代間区飯問機  3… 1'0… 10

"いさいで.:b.'がぶしきがいし噌

氏名 KDDI株式会後

代表取締役校長兼会長 小野寺宇 治」

「携帯端末向け?ノレチメディア放送の委託放送業務の認定に係る制皮綴備に関

する考え方等j に関し、別紙のとおり怠見を提出します。 
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仁三絞当鐙堕� ! 
法卒;約な� i携帯綴*1ぬけγ ノレチメディ

滋見

1.告患者寺潟米向 i ア放送i土、� i決像・音声

マノレチメデ i考え方� iといった従来書訟の放送だけではなく、電子書籍や

イア放送 にお 電子 新樹 、音楽楽鈎ツアイノレ、ゲ…ム等、!laこイ

いて災残するンターネット の 世 界 で も 流 巡 し て い る 多 緩 多 様 な

サぃt"、ス コンテンツが配依tされることが総定されます。モ

パイルインターネットビジネスにおいては、既に

多穏多機なコンテンツブmパイダがョンテンツを

製作・提供しており、おい切後五ま廃・創意工夫

することにより市場が拡大しています。携帯端末

向けマルチメディア放i迭においても、ベンチャー

企業を含めこのようなこコンテンツブロパイダが最

低限のリスクで事業に多衝し、切石造芸家援護寸ること� i

により新たなサービスがダイナミックに療関され;

ることを念頭に制度重装綴がffわれることに綴符

ます。

1.鋭敏綴米向 I(沙ア !被尊重者・利用者がきトーピス十分にやIJJ'詩できる機

iすす/レデメデ、 会を確保することは主義警警でふると湾え決す。事きに

ィγ 去にお 今後は、従来の務機後認に110;色、スマートフォン

いて災現ずる やタブレット笠宮議五誌に代還をされるとおり、多様な

イザ…ピス 携帯端末が様々なメぃ� p柱、ーやヤジア等から販売

され、利用用途に応じて利用語?が佼い分けるよう

な形態が想定されるため、それぞれの携争終端米の

特徴や商品十生を績なわないよう、主義軟なサM ピス

の提供が可能であることも滋華客ど考えま寸。

1.勝機端末向 I(的イ・ウ 蓄積型放送は、予め作成dれ?ととコンテンツファイ

けγ ノレチメデ ノレが放送設備より送信され、受給対話米のストレ}

ィア放送にお ジ領域に保存されるこどでコンテンツ配信が完了

いて災現ずる します。利用者i士、保存tされたとなンデンツ令自分

サーピス の好きな特に受信端米アプリケ}シ宮ンiとより緩

穂・利用するため、従長誌の放送どは議事蕊・利}誌の

形態が異なります。よって、� 2準決の放送を苦言費量と

した号車j変を単純に滋湾ずるのではなく、議積塁送放

送サーピスの意義主義ぜそ豪語家えた綴害容の手ぎ効性・必要

し一一……一…………
性について検証される必裂があると考犬家す。� 
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11…;数約端末向 I(3)エ


けマノレチメデ


イプ放送にお 


いて爽現ずる 


サービス


同点服:Iω 
話網後� 5もして行 


わそ主主5放送iこ


係� Q周波数の 
  

当てl警告

M 会絞して行� 1(4)ア~ウ

わ稔る放送

係� J潟波警交の

誉総滋て

¥寺寺に、響機塁波放五設の利潟形態安踏まえると、災害

主主i走者撃の豊容器寺伎のある僚警護議日伝サービスは、十分

にその討会f.Jぞ滋足立しない湾総性があります。携帯

綴求i却すすノレチメディア放送の主要な受信端末と

なる銃千襲撃登録総オとについては、緊急地震速報やヲ

ンセグ君事の機能に対応しまと機種が一定程度普及し

ていることさ事も踏家えると、番手積型放送に対して

は、災等放送機供義務について緩和される必要が

あると考えまオ人� 

CAS/DRM~撃のプラットフォーム機能について

は、受信機への災遺長谷@)性、利用者利便性、コス

ト抑制等の観点からは、可能え~I汲り共通化される

ことが望ましいと奪えますが、選択される方式に

よっては、{図々の後続放五義者葬祭号室ーが提供を希望す

るサービスに務u約主主主主じる可能性もあるため、委

託放送事業者主主主体となり、技術中史的に穏広い

検討が行われたよ、プラットブホーム機能0)技;

務方式会主決定される必要警があると考えます。また、

委託放送事業者理事;立、サ…げよえ書籍始後においても、

技術葉新士事による新たなプラットフ太一ム機能の

出現に注主主を払い、議後絞約にザ ~lプス性の向上や

利用者利便の向上さとj総Q必援があると考えます。

携帯端末向けす/レチメディア放送が磁力あるサー

ピスとして援供されるためには、ベンチャー企業

を含め新しいアイディア合持。た多種多様なコン

テンツプロパイダが、妥委託放送築業者としてだけ

ではなく、委託放送機議思議ffことコンテンツを供給す

る立場として最低限のリスクで参閣できる仕組み

が必要であり、そのためには一定の立スクテイク

ができる事業者に、ある総!lまとまった周波数を

割り当て、 ~該委託放送議事謀議誌をが j穏波義文章富島時題

車庫でこれらのコンテンツ告と多駐車大;こ綴足立する形態主主

望ましいと考え交す。

委託放送事業手村人斜路孝号ニニ…ズやおき暴動向毒事を

踏まえて柔軟にコンテンツの議議長覧会干すい、効率約;

にj寄波数さときIj郊できるよう� iこするためには、� 13セj

グメント領域安j務認定数事務で協定的に細分{として害lJ ! 
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りさ告でるのではなく、委託放送事業者間で協議が

狭うこと令書官緩どしたよで、基準伝送容量(基準

々グメンりによる周波数苦手i当を導入することが

逃き誌と符えますのまた、河じく利用者ニーズ等へ

の粂軟な対応の綴点から、害u当単位ごとに放送の

後綴{ジアルタイム型、蓄積型、もしくはその組

合宅金 ) (J)総選主役絞主主すべきではないと考えます。 

2.委託して削紛イ、ヱ 13 グメント綴緩め男波数該当 i協土、リアルタイ

わせる主主送に ム波放送では苦患者宅チャンネル数、蓄積型放送では

係る  j湾波数  (J) とコンテンツのダウンロードu寺濁やコンテンツ容量

さきて に影響ナることから、委託放送事業者間の公正競

やの綴点から、問事支度の周波数割当{基準伝送雰

滋)とすることが適当であると考えます。また、 

13ゼグメント領1裁において特定の 1社が多くの周

波数議J~当投書記けないよう、例えば 13 セグメント領

域における会セグメント数 (26セグメント)の 113

~癒えないさ事の割当上の制限を設けることが望ま

しいと考えます。

3.携帯端末|匂 I(2)(3) 今後  l士、従来の携帯電話に加え、スマートフォン

けマルチメデ やタブレット~端米に代表されるとおり、多様な

ィア放送と通 携機械米が様々なメ…カ…やキャリア等から販売

信サ~ピスと 議れ、手Jffl ffl途に応じてキ i局者が使い分けるよう

の関連性 な形態が総支柱されるため、携帯電話のみならず多

様な務機織米告と総支柱しておく必要があると考えま

す。

3.携帯端末向  11)ア 以下の五援助から、利用者利伎の緩点でも慎重な検

~t -yルチメデ 討が必章第と考え法ナ。 

ィア放送と通 1滋総サ…ピJλ;士、 i議f誘導主芸達者によってサーどス

信サービスと 援を供区域{エヲア〉や品質毒事の'"IJ・ーどス差分が

の穏連性 あち、友i<:i廷でま祭供されるヲッチコンテンツや同

ロシデンツが、 i滋信サ}ど「スでは十分iこ

襲警終で会 tt:いケ}スぶ発生することが想定さ

れ3ます。 

1滋{繋ザーど J丸によるがE送機主主サービスが提供

された場合、該トラブイツクが送信事業者の

滋気滋倹絞備にままして影響を及ぼし、穏草妻等に

より i滋徽サぃ1::"スの利用者iこ迷惑をかけるこ 
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(4)イ

マルチメデ

ィア放送と送

信サーピスと

の関連性 

3. 

ども考えられますα 事寺に、放送沼の墓地潟言受綴

の滋答者事によ号、特定エリアで放送サーピスを

受けられなくなった場合、通信サーどスによる

放送繍完がまたやし、さき該ヱラアの返信サーどス 

iこ深刻々影響を及ぼす怒れJもあります。 

i議償サーどスによる放送祷完iこより、利用者が

:議、総せずにパケット送信料負担が発生し、

殺の主義乱ぜを招く可能性があちます。どのような

やり方にせよ、去を送エリアが不十分であること

に総額する通信サ}どスの負担i土、最終的iこは

利用者に転嫁 dれることとなります。

滋僚による放送の補完については、何をもって「補

完的j とするのか、制度によって基準を明確にす

ることは悶難と想定しております。よって、あく

淡マi創設サーピスによる放送補完の提供について

は、望書託放送事業者が通信事業者とも十分に協議

のうえ、 E可能な範問で副次的に検討されるべきも

のであると考えまナ。 

3また、 i隊総サービスによる放送の補完により、放

送サ…げスエリア外における利用者ニーズへの対

応や、サ…ピスエリア内における不感地域・屋内

受僚への対応君事、:本来は受託放送事業者の経営努

力で行われるべ念放送エリアの品質向上のインセ

ンディブ告と奪うことになりかねないほか、電波の

符効利燃やi初段*放送を含めた金俸の経済伎の観

点からも、サーどス主主放送による配信で完結でき

るよう、三主ずは受;託放送サーどスによるエヲア

緩急3審議保されるさ為の議IJ度数{僚が章受優先事項である

と湾え主主す。

没後主総次において、ヰ寺定の委託放送事業者との契

しかきない等の不当え主取扱いは、携帯端末向

ルチメディア放送には獄染まないと考えてお

り、とのぷは燦郎として留意すべきと考えますが、

主主俗総米である燐術品精米は、サービスのユーザイ

ンク…ブ界一スとなる重要なプロダクトであり、

総ふ悩において利胤者の使い勝手を熟考しなが 
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r 

ら事業者やメーカーの剰な工夫が活かされるもの

で違うる t~ め、 i設{議サービスとの連携により新たな

サービス令創出するためにも、その他の規律は3基
本的に不裂と考えます。

3削機燃機米向� 1(4)ウ

けすノレチメデ

ィア放i殺と� i庖
{雷サーとデスと

の関進撃性� 

4.認定家統合� I(J)ア
の同数や方法

生認定手総会� 1(1)イ

の[ii]妻女や去� 

4 総絞手絞殺� 1(2)ア

の回数や方法

………一………

携帯端米向けγ ノレチメディア放送の普及・発擦の

観点からは、契約取次ぎゃ料金収納等の業務告と行

う既存のプラットブオームを円滑に活用す・ること

が肝要であると湾えますa どれらのプラットフォ

ーム業務i土、統1::d設さfZ支え主主霊律に員立ちながら、
民閣の自ぬ緩やの葬禁容量において確立された続減で

みることを踏決えると、新たな規律の導入iま不重要

と考えますc 亥?と、若草笈や授絵、履歴収集における

個人策事長等の取扱いについても、委託放送卒業者

が塁走存の規律に員せり適切に行うべきことであるど

考えております。� 

13セグメント領域と� 1セグメント領域は、技術的

にサービズの品緩や提供可能サービスが異なるた

め、丙セグメント領域に異なる審査項目や基準を

設定し、鶏凶'a':分けて宅手続きを実施することにつ

いては賛成しま十。

特定セグメント(線分受信滋j訟における各委託

放送事業者IJ)EPGや� ECGの苦言信については、特

定セグメント以外の綴;総で委託放送事業者が主体

的に総長主役行う必Cl迭とは性質が異なり、委託放送

事業者全体に関わることから、利用者利便の観点

から、関連Jする号委託放送事業者間でその配信方法

等について協議・調喜産省?行いながら運用できる枠!

組みであることが潔欲しいと考えます。また、~

該セグメントは、� EPGや� ECGの配信、号外コン

テンツの重己俗会紛援をに、受信嫌米において優先約

に受信することが検討おれていることから、当該

セグメントの…装着告と符の芸書意壬放送事業者の家芸員

の用途として溺ちまきーとることは、公正競争の観点

から慎重に検討ナベ殺と考え求すc 

13セグメント領滋において複数回の認定手続き

とすることは、委託放送毒事業への参入を検討する

者にとって事業券入時期の選択肢が広がるほか、� 
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寺者集ずる}蒋波数において総主主を受げられなかった

者にとって、家幾許磁をと免疫しての湾参入の機会

になるなど、機数謀議ヲ絞マルチメディア放送への参

入の間口を広げるニとに警警がる可能性があるため

賛成しますα

5場その{也君主Ull芝 既 iこ開設計図善意慾令交 It1と受託放送事業はもとよ

聖護綴及び奇襲交 り、委託放送事業においてあ NTTグループ企業の

にだっての 参入が見込渓れるなか、主除手持端米|旬けマノレチメデ

幾盗塁宅事 ィア放送において、 i創僚機業における NTTグルー

プの市場支飢j]が及ぶことのないよう、また、携

帯端米|旬けマノレチメディア紋i畿での市場支配によ 

1 り、携帯霞訴等のi郎前家多能における NTTグループ

の市場支配jJの:!!なる強化に繁がらないよう留意

すべきと考えま

5.その他制度 既に株式会社マルチメディア放送が受託放送事業

後備及び審査 者としての総設計遺言総主主食き託けているため、ハー

に滋たっての J-.'・ソフト完全分綴?に主活ける委託放送事業の公

袋線毒事 正競争や受託車交法幾多義務による公71ti公役務提供・

情報提供を実効約に必然?と3綴ぷまから、株式会社

マルチメディア放送の護主君主放3送金新会社と受託放

送会主主の完全分総合病務き是正患の議芸作とする等、実

効的なおj度重産自績が行われることを精霊遣します。

5.その他ffiiJ主主 携帯端末向けずノレヂメディア放送については、受

議室綴及び答通互 信端末が携?討議決であり、利F持者/;i希望する場所

にさ話たっての でサーピス提供が受けられるかどうか、厳密には

議客室長毒事 契約締結後に炎際にその場所に行かないとわから

ず、委託放送事業者はサ…ビス援供エリアやエリ

ア品質に対する度続的え主総任役重量っていないこと

から、契約に関するトラブパぺこ発展ナる可能性が

あります。 よって、受託放滋寄審議駐すすによるごr.!)ア

品質やサーピス提供可能::r:!)アのネJj弱者への積極

的局知や、委託放送芸評ま義務へのき学級なコニリアi警報

の隣示・利用袋税務に鰯ナ;sり会わ号きが必要と

なるため、受託}.&~襲撃禁義務惑をこれらの芸義務会議実

に実施するためのルール数綴{これらの絞殺提供

について約款への詑総会総務付ける毒事)が必要害で

あると考えますg 
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5.その他制度 議寄託放送業務の認定審査においては、予め具体的

整備及び寝食  な認定議長緩や比較終夜ぷ準(審査項目とそれらに

iζ当たっての 対?と5五重み付け、総合的な評価方法など〉を明示

要望撃事 されるとと守左手告獲しますα� 
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